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第１２部 放射線治療 

体外照射 

算定要件の見直しがありました。 

 

（４） 「３」強度変調放射線治療は、１日１回に限り算定できる。ただし、小細胞肺癌に対して、１日に２回

の照射を行う場合は、１回目の照射と２回目の照射の間隔が６時間を超える場合に限り、所定点数を１日

に２回分算定できる。 

（５） 「１」エックス線表在治療及び「２」高エネルギー放射線治療において、同一部位に対する１日２回目

の照射を算定する場合又は、「３」強度変調放射線治療において、小細胞肺癌に対して１日２回目の照射を算定

する場合は、診療報酬明細書の摘要欄に１回目及び２回目の照射の開始時刻及び終了時刻を記載すること。 

 


